
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
③消費下支え等を通
じた生活者支援

商業地域活性化割増商品券発行臨
時支援事業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた
生活者等に対して、プレミア商品券を発行して消費の下支
えする取組を支援して、落ち込んだ個人消費の拡大や地域
経済の活性化を図る。
②丸森町商工会が発行する1セット5,000円の５割増商品券
（7,500円分）10,000セットの発行経費に対して補助金を交付
する。
③商品券割増分  25,000,000円（2,500円×10,000セット）
　　印刷費・宣伝費・郵送料・事務費等  3,600,000円
　 その他の財源11,500千円は一般財源
④消費者

R7.4 R8.2

2

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

入学準備臨時支援事業

①児童生徒の健全な育成を図るため、エネルギー・食料品
価格等の物価高騰の影響を受ける児童生徒保護者の経済
的負担の軽減を図る。
②入学準備支援品として体操着を支給
③体操着の単価×令和８年度入学予定者数
【小学校】
ア　丸森小学校　11,200円×28名＝313,600円
イ　舘矢間小学校　11,700円×18名＝210,600円
ア＋イ　313,600円＋210,600円＝524,200円
【中学校】
ウ　丸森中学校　17,600円×80名＝1,408,000円
合計　ア＋イ＋ウ　1,932,200円≒1,933,000円
その他の財源は一般財源
④令和８年度入学予定者児童生徒の保護者

R7.11 R8.3

3

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

ひとり親家庭等のこどもへの臨時支
援

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた
児童扶養手当受給資格者世帯に対して、現金を支給する
ことで、こどもに係る費用の負担軽減を図る。
②児童扶養手当受給資格者に対し、養育する受給対象児
童数に応じて給付金を支給する。
③給付金　710,000円（5,000円×142人）郵券代　8,800円
（110円×80世帯）　　　　　　　　　合計　719,000円（役務費
9,000円＋扶助費710,000円）　　　　　　　　　　　　　　　対象
児童数　122人（R7.6.6時点）＋20人（新規見込）
その他の財源は一般財源
④児童扶養手当受給資格者世帯

R7.9 R8.3

4

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

子育て応援町産米提供事業

①物価高騰の影響により、食費等の支出増加を受けてい
る子育て世帯の生活を支援するため、丸森町産米の提供
を行う。
②子育て世帯への町産米提供に係る費用
③事業費：1,700,000円（町内事業者に業務委託）
　（内訳）
　米購入費：1,300,000円、精米・包装等：140,000円、
　引換券発行・受渡し・手数料等：260,000円、
　対象者数：277名
　提供物：丸森町産米
　数量：1名につき10㎏
　その他の財源は一般財源
④町内に在住する高校生世代（15歳～17歳）※R7.4.1時点

R7.9 R8.2

5
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

丸森町物価高騰対策中小企業等支
援金

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて
いる中小企業等に対し、事業の継続を支援するため、支援
金を支給する。
②中小企業等に交付する支援金
　・Ｒ６年中に使用した光熱費、ガソリン代、灯油代等（上下
水道料金を除く）が24万円～80万円未満の場合40,000円、
80万円以上の場合80,000円を支給。
③事業費：10,000,000円
　内訳：40,000円× 70件＝ 2,800,000円
　　　　：80,000円× 90件＝ 7,200,000円
　その他の財源は一般財源
④町内に事業所を有する中小企業等（農林漁業者を除く）

R7.9 R8.2

令和７年度　第１回　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画


